
住⺠税は、前年１年間（１⽉〜１２⽉）の所得に対して課税される税⾦であり、原則として、

１⽉１⽇現在の住所地で課税されます。税額は「均等割」と「所得割」の合計額です。

住⺠税の「均等割」「所得割」とは？

「均等割」とは？
「均等割」とは、広く均等に負担していただく
もので、⾦額は⼀律の税⾦（福岡市は5,500円）

「所得割」とは？
「所得割」とは、前年１年間（１⽉〜１２⽉）
の所得をもとに計算される税⾦

◆『住⺠税「所得割」が課税されている』とは？

◆『住⺠税「均等割」が⾮課税』とは？

◆『住⺠税「均等割のみ」が課税』とは？

住⺠税「均等割」と「所得割」の両⽅が課税されていることを⾔います。
「所得割」が課税される時は、「均等割」も課税されます。

住⺠税「均等割」と「所得割」の両⽅が課税されていない（⾮課税）ことを⾔います。
「均等割」が⾮課税の時は、「所得割」も⾮課税となります。

住⺠税「均等割」が課税されていて、「所得割」が課税されていない（⾮課税）ことを⾔います。

◆『住⺠税「所得割」が⾮課税』とは？
住⺠税「所得割」が課税されていない（⾮課税）ことを⾔い、『「均等割」が⾮課税』または

『「均等割のみ」が課税』の両⽅のことを⾔います。

住⺠税 均等割 所得割
「均等割」が⾮課税 ⾮課税 ⾮課税
「均等割のみ」が課税 課税 ⾮課税
「所得割」が課税 課税 課税



【参考】世帯類型別の収⼊⽔準
この表は世帯類型別におおまかな収⼊の⽬安と受けられる可能性のある給付⾦の種類を表したもの

です。扶養している親族の有無やご⾃⾝の状況によって異なるため、給付⾦の申請を⾏う際は、必ず
ご⾃⾝の課税状況を確認してください。

住⺠税⾮課税世帯
（１世帯当たり ７万円）

住⺠税均等割のみ課税世帯
（１世帯当たり １０万円）

【単⾝世帯】
 世帯主：４０代

1 〜１００万円程度 〜１１５万円程度

【３⼈世帯】
 世帯主：５０代
 配偶者：５０代（配偶者控除を適⽤）
 こども：⼤学⽣ １⼈

3 〜２０５万円程度 〜２３５万円程度

【４⼈世帯】
 世帯主：３０代
 配偶者：３０代（配偶者控除を適⽤）
 こども：⼩学⽣ ２⼈

4 〜２５５万円程度 〜２７０万円程度

【単⾝世帯】
 世帯主：６５歳以上の⾼齢者

1 〜１５５万円程度 〜１６０万円程度

【２⼈世帯】
 世帯主：７０代
 配偶者：７０代（配偶者控除を適⽤）

2 〜２１０万円程度 〜２２０万円程度

給付⾦の種類
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◆課税状況の確認⽅法
①市⺠税・県⺠税特別徴収税額の決定・変更通知書※１
②市⺠税・県⺠税納税通知書※１
③各区課税課※２（令和５年１⽉１⽇時点で住⺠登録がある市区町村）
※１ 各通知書の⾒⽅は、別紙の「課税状況の確認⽅法」を参考にしてください。
※２ 電話での確認はできません。本⼈確認書類を持参の上、窓⼝でお尋ねください。

なお、回答できる課税情報は、窓⼝に来所されたご本⼈分のみになります。


